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大阪大学外国語学部卒業論文に関する規程 

 

平成 21 年３月６日 

制 定 

最近改正 平 24．３．７ 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、大阪大学外国語学部規程（以下「学部規程」という。）

第 16 条第６項の規定に基づき、大阪大学外国語学部の卒業論文に関し必要な

事項を定めるものとする。 

 （受講登録及び卒業論文受講届） 

第２条 卒業論文の単位を修得しようとする学生は、卒業予定年度の第２学期

に学部規程第 13 条の規定に基づいて卒業論文の受講登録をした上で、10 月 31

日までに所定の卒業論文受講届（以下「受講届」という。）を言語文化研究

科・外国語学部事務部箕面事務室教務係（以下「教務係」という。）に提出し

なければならない。 

 （指導教員等） 

第３条 外国語学科の各専攻（以下「各専攻」という。）は、卒業論文の作成

等に対する指導（以下「卒論指導」という。）を行うため、専攻内で協議の上、

卒業論文の受講登録をした学生ごとに、専任教員のうちから卒業論文指導教員

（以下「指導教員」という。）を定めるものとする。 

２ 各専攻は、卒論指導上必要と認めるときは、指導教員のほか、卒業論文副指

導教員を定めることができる。 

第４条 削除 

 （卒業論文の提出） 

第５条 受講届を提出した学生は、１月 20 日までに所定の表紙を付した卒業論

文を教務係に提出しなければならない。 

２ 病気その他やむを得ない事由により、卒業論文の提出期限までに卒業論文を

提出することができない者で、その理由を証する書類を添えて卒業論文の提出

期限までに所定の卒業論文提出延期願（以下「提出延期願」という。）を外国

語学部長に提出し、その許可を受けた者については、１月 31 日を限度として

卒業論文の提出を延期することができる。 

 （試験及び評価） 

第６条 卒業論文の合否は、試験の成績によって決定する。 

２ 卒業論文の試験（以下単に「試験」という。）は、学年末（第１学期末卒業

にあっては第１学期末）に、論文審査及び口述試験により行い、原則として卒

業論文指導教員を含む複数の教員で行う。 

３ 口述試験の日時については、あらかじめ発表する。 

４ 試験の成績の評価は、卒業論文指導教員が行う。 

５ 試験の成績は、100 点を満点として次の評価をもって表し、その判定は、Ｓ、

Ａ、Ｂ及びＣを合格、Ｆを不合格とする。 

Ｓ（90 点以上） 

Ａ（80 点以上 90 点未満） 

Ｂ（70 点以上 80 点未満） 

Ｃ（60 点以上 70 点未満） 

Ｆ（60 点未満） 

６ 試験に合格した者には、卒業論文の単位（８単位）を与える。 

 （提出期限が休業日の場合の措置） 

第７条 第２条に規定する受講届の提出期限又は第５条に規定する卒業論文の

提出期限が、大阪大学学部学則第６条第１項第１号、第２号又は同条第３項に

規定する休業日に当たるときは、当該提出期限をこれらの日の翌日まで延期す

るものとする。 

   附 則 

 この規程は、平成 21 年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この改正は、平成 23 年２月３日から施行する。 

   附 則 

 この改正は、平成 24 年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この改正は、平成 25 年４月１日から施行する。 

 

 


